
公
職
選
挙
法
及
び
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
つ
て
発
生
す
る
権
利
侵
害
等

へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（公
職
選
挙
法
の
一
部
改
正
）

第

一
条
　
公
職
選
挙
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
四
十
二
条
の
二
の
見
出
し
中

「ウ

エ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
」
を

「イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
」

に
改
め
、
同
条
第

一
項
中

「ウ

エ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法

（」
及
び

「。
）
の
う
ち
電
子
メ
ー
ル

（特
定
電
子
メ
ー

ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第

一
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
方
法
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

「ウ

エ
ブ
サ
イ
ト

等
を
利
用
す
る
方
法
」
を

「イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「ウ

エ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利

用
す
る
方
法
」
を

「イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
」
に
改
め
、

「特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す

る
法
律
」
の
下
に

「
（平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
」
を
加
え
、

「。
以
下
同
じ
」
を
削
り
、

「
（以
下
」
を

「
（次

条
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
二
条
の
四
を
削
る
。



第
百
四
十
二
条
の
五
第

一
項
中

「ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
」
を

「イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
百
四
十
二
条
の
四
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

（イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ホ
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
人
工
知
能
関
連
技
術
を
利
用
し
て
作
成
さ
れ
た
画
像
等
が
掲
載
さ
れ
た

文
書
図
画
を
頒
布
す
る
者
の
表
示
義
務
）

第
百
四
十
二
条
の
五
　
人
工
知
能
関
連
技
術

（人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（令
和

七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
人
工
知
能
関
連
技
術
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用

し
て
作
成
さ
れ
又
は
改
変
さ
れ
た
画
像
又
は
映
像

（そ
の
改
変
の
内
容
が
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
軽
微
で
あ
る
も
の
又
は

実
際
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
と
誤
認
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
除
く
。
）
が
掲
載
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
文
書
図
画
を
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
頒
布
す
る
者
は
、
当
該
画
像
又
は
映
像
が
人
工
知
能
関
連
技
術
を
利
用
し
て

作
成
さ
れ
又
は
改
変
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
脅
が
、
当
該
文
書
図
画
に
係
る
電
気
通
信
の
受
信
を
す
る
者
が
使
用
す
る
通
信

端
末
機
器
の
映
像
面
に
正
し
く
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画

一
一　
当
選
を
得
さ
せ
な
い
た
め
の
活
動
に
使
用
す
る
文
書
図
画
で
あ
つ
て
、
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
か
ら
そ



の
選
挙
の
当
日
ま
で
の
間
に
頒
布
さ
れ
る
も
の

第
百
四
十
二
条
の
六
第
二
項
及
び
第
四
項
中

「ウ

エ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
」
を

「イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用

す
る
方
法
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
二
条
の
七
の
見
出
し
を

「
（濃
挙
に
関
し
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る
者
の
責
務
）
」
に
改
め
、
同
条
を

同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第

一
項
と
し
て
次
の

一
項
を
加
え
る
。

濃
挙
に
関
し
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
者
は
、
公
職
の
候
補
者
に
関
し
虚
偽
の
事
項
を
公
に
し
、
又
は
事
実
を

ゆ
が
め
て
公
に
し
て
選
挙
の
公
正
を
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
九
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
二
百

一
条
の
四
第
六
項
中

「ウ

エ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
」
を

「イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
二
条
第

一
項
中
第
二
号
の
二
を
削
り
、
第
二
号
の
三
を
第
二
号
の
二
と
す
る
。

第
二
百
四
十
四
条
第

一
項
第
二
号
の
二
及
び
第
二
号
の
二
を
削
る
。

（特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
つ
て
発
生
す
る
権
利
侵
害
等

へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
つ
て
発
生
す
る
権
利
侵
害
等

へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
二
年
法



律
第
百
三
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第

一
条
中

「権
利
の
侵
害
等
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
」
を

「発
生
す
る
権
利
の
侵
害
等

へ
の
対
処
の
た
め
」
に
改
め
、

名
図
る
」
の
下
に

「等
の
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
二
号
中

「第
百
四
十
二
条
の
五
第

一
項
」
を

「第
百
四
十
二
条
の
四
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第

一
項
中

「必
要
性
」
の
下
に

「そ
の
他
こ
の
章
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
を
講
ず
る
必
要
性
」
を
加
え
、
同
項

第
二
号
中

「侵
害
」
の
下
に

「等
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
中

「次
条
第
二
号
」
を

「第
二
十
人
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

（選
挙
の
公
正
に
対
す
る
悪
影
響
を
軽
減
す
る
た
め
の
措
置
）

第
二
十
七
条
の
二
　
大
規
模
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
は
、
そ
の
提
供
す
る
大
規
模
特
定
電
気
通
信
役
務
を
利
用
し
て
行

わ
れ
る
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
の
う
ち
、
法
令
に
違
反
す
る
情
報
の
流
通
、
虚
偽
の
情
報
の
流
通
、
事
実
を

ゆ
が
め
た
情
報
の
流
通
そ
の
他
の
選
挙
の
公
正
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
情
報
の
流
通
に
よ
る
悪
影
響
を
軽
減
す
る
た
め
、

当
該
大
規
模
特
定
電
気
通
信
役
務
の
特
性
に
応
じ
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
大
規
模
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
し
て
、
そ
の
適
切

四



か
つ
有
効
な
実
施
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
指
針
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

3

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
指
針
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
人
条
第
二
号
中

「前
条
」
を

「第
二
十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と

し
、
第
四
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

五
　
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
実
施
状
況

（施
行
期
日
）

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
九
年
二
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
条
、
第
六
条
及
び
第
人
条
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（適
用
区
分
）

第
二
条
　
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日

（以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
四

条
に
お
い
て

「施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の

前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

貝ll

五



（大
規
模
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
指
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
つ
て
発
生

す
る
権
利
侵
害
等

へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
大
規
模
特
定
電
気
通
信

役
務
提
供
者
に
係
る
当
該
指
定
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法

（次
条
に
お
い
て

「新
法
」
と
い
う
。
）
第
二

十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
と
み
な
す
。

（指
針
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
総
務
大
臣
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
法
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
大
規
模
特
定
電
気
通
信
役

務
提
供
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
し
て
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
指
針
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表

す
る
こ
と
が
で
き
る
し

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
公
表
さ
れ
た
指
針
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
新
法
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
、
公
表
さ
れ
た
指
針
と
み
な
す
。

（罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

ハ



お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（政
令

へ
の
委
任
）

第
六
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

（罰
則
に
関
す

る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（民
事
関
係
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
活
用
等
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
）

第
七
条
　
民
事
関
係
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
活
用
等
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（令
和
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
九
十
九
条
の
う
ち
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
つ
て
発
生
す
る
権
利
侵
害
等

へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律

第
二
十
人
条
第
二
号
の
改
正
規
定
中

「改
め
」
の
下
に

「、
同
条
第
二
号
中

「第
二
十
七
条
」
を

「第
二
十
人
条
」
に
改
め
」

を
加
え
、
同
法
第
二
十
七
条
を
同
法
第
二
十
人
条
と
し
、
同
法
第
二
十
六
条
を
同
法
第
二
十
七
条
と
す
る
改
正
規
定
中

「第

二
十
七
条
を
第
二
十
人
条
と
し
、
第
二
十
六
条
を
第
二
十
七
条
」
を

「第
二
十
七
条
の
二
を
第
二
十
人
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
九
条
の
う
ち
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
つ
て
発
生
す
る
権
利
侵
害
等

へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律

七



ノ(

第
二
十
五
条
の
改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
七
条
中

「第
二
十
人
条
第
二
号
」
を

「第
二
十
九
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
人
条
と
し
、
第
二
十

六
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

（検
討
）

第
人
条
　
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ン

卜
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
投
票
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
公
職
選
挙
法
第
四
十
九
条
の
二
第

一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
投

票
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
選
挙
の
公
正
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
投
票
を
し
よ
う
と
す
る
選
挙
人
が
本
人
で
あ
る
か
ど
う

か
の
確
認
を
確
実
に
行
う
た
め
の
手
段
に
係
る
事
項
、
選
挙
人
が
投
票
に
用
い
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
お
い
て
公
職
の

候
補
者
に
関
し
表
示
す
べ
き
事
項
及
び
そ
の
表
示
の
方
法
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
の
公
布
後

一
年
を

目
途
と
し
て
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

2

選
挙
運
動
の
た
め
に
す
る
街
頭
演
説
そ
の
他
公
職
の
候
補
者
等

（公
職
の
候
補
者
又
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る

者

（公
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
を
い
う
。
イ
が
実
施
す
る
演
説
を
妨
げ
る
行
為
に
対
応
す
る
た
め
の
施
策
の
在
り
方
に
つ

い
て
は
、
政
治
活
動
の
自
由
に
配
慮
し
つ
つ
、
当
該
演
説
が
選
挙
人
の
意
思
決
定
等
の
た
め
の
重
要
な
機
会
で
あ
る
こ
と
に



鑑
み
、
そ
の
機
会
を
保
障
す
る
観
点
か
ら
、
引
き
続
き
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら

れ
る
も
の
と
す
る
。

九



理
　
由

選
挙
に
関
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
利
用
の
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、
電
子
メ
ー
ル
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
文
書
図
画

の
頒
布
に
係
る
規
制
の
廃
止
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
人
工
知
能
関
連
技
術
を
利
用
し
て
作
成
さ
れ
た

画
像
等
が
掲
載
さ
れ
た
文
書
図
画
を
頒
布
す
る
者
の
表
示
義
務
及
び
選
挙
に
関
し
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
者
の
責
務

並
び
に
大
規
模
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
が
講
ず
べ
き
選
挙
の
公
正
に
対
す
る
悪
影
響
を
軽
減
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て

定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


